
別紙 

令和８年度公共用水域水質及び地下水質分析調査委託業務仕様書（案） 

 

１ 趣旨 

この仕様書は、令和８年度の公共用水域水質測定計画及び地下水質測定計画に基づく調査のうち、

水質分析に係る委託業務に関し、必要な事項を定め、もってこの業務の円滑な実施を図るものとする。 

 

２ 委託業務の内容 

⑴ 分析項目及び検体数 

分析項目及び検体数は、別表１に定めるところによる。 

⑵ 分析方法及び定量下限値 

分析方法及び定量下限値は、別表２によるものとする。 

⑶ 分析結果の報告 

ア 公共用水域について 

(ｱ) 受託者は、毎月の分析結果を様式１の電子ファイルに入力し、翌月 20日までに、委託者、採

水機関及び環境保健研究センター公共用水域担当者宛てに提出するものとする。 

(ｲ) 健康項目及び要監視項目について、環境基準値又は指針値を超える数値（異常値）が検出さ

れたときは、直ちに様式２により委託者に報告するものとする。 

(ｳ) プランクトンについては、様式５による優占種の報告のほか、様式５の計数表及び優先する

５種についてプランクトンの平均的な大きさがわかる写真データを委託者、採水機関及び環境

保健研究センター公共用水域担当者宛てに送付するものとする。 

なお、写真にはスケールバー（スライドグラス上の界線も可）を追加するか、または細胞のお

およその短径及び長径を記載するものとする。 

イ 地下水について 

(ｱ) 受託者は、様式３の電子ファイルに分析結果を入力し、翌月 20日までに採水機関及び環境保

健研究センター地下水担当者宛てに提出するものとする。 

(ｲ) ＰＣＢについて 0.0005mg/L、1,4-ジオキサンについて 0.005mg/L、エピクロロヒドリンにつ

いて 0.00004mg/L を超える値が検出されたときは、直ちに様式４により採水機関及び環境保健

研究センター地下水担当者に報告するものとする。 

ウ 委託者がデータをチェックした後にデータエラーが生じた場合には、受託者は電子ファイルを

再び作成するものとする。 

エ 電子ファイルの形式については、別途指示するものとする。 

オ 令和９年３月分の報告も、委託業務の期限内に行うものとする。 

⑷ 再分析の指示 

委託者は、⑶ア(ｲ)の報告があった場合は、その内容を検討し、受託者に対して再分析を指示する

ことができる。 

⑸ 検体及び採取容器 

ア 検体の搬入等 

検体は当日のうちに受託者が環境保健研究センターまで受け取りに来ること。（受け取り時間

については別途指示するものとする。）また、分析終了後、別途指示する方法で容器を採水機関に

返送するものとする。 

なお、検体採取容器については受託者が準備するものとする。 



イ 検体の保存 

分析に供した検体の残存分については、⑶に定めるところにより分析結果を委託者に報告し、

委託者からの合格の連絡があるまでの間は、受託者において検体を保存するものとする。 

 

３ 精度管理等の実施 

委託者は、分析結果の精度を確保するために、受託者が参加した外部精度管理調査結果及び同一の

試料によるクロスチェック等の確認を行うこととする。 

なお、実施方法については委託者が別途指示するものとする。 

 

４ 成果品 

成果品は、２に定める様式１から様式５までを取りまとめたものとし、電子媒体により委託者に１

部提出するものとする。 

 

５ その他 

⑴ 業務打ち合わせ 

業務を円滑に進めるため、受託者は事前に委託者と業務に係る打ち合わせを行うものとする。な

お、日時等については委託者が別途指示するものとする。 

⑵ 協議事項 

この仕様書に定めるもののほか、委託業務について必要な事項は、委託者と受託者が協議して定

める。 

 

  



別表１ 令和８年度公共用水域水質及び地下水質分析調査委託項目 

 
 

 

 

公共用水域水質分析項目 検体数 公共用水域水質分析項目 検体数 

全窒素 410 イソキサチオン 12 

全燐 410 ダイアジノン 12 

全亜鉛 565 フェニトロチオン 12 

ノニルフェノール 480 イソプロチオラン 12 
LAS（直鎖アルキルベンゼンスル

ホン酸及びその塩） 
480 オキシン銅 12 

カドミウム 135 クロロタロニル 12 

全シアン 30 プロピザミド 12 

鉛 165 ＥＰＮ 12 

六価クロム 34 ジクロルボス 12 

砒素 179 フェノブカルブ 12 

総水銀 101 イプロベンホス 12 

アルキル水銀 101 クロルニトロフェン 12 

ＰＣＢ 0 フタル酸ジエチルヘキシル 6 

チウラム 40 ニッケル 20 

シマジン 38 モリブデン 10 

チオベンカルブ 38 アンチモン 14 

セレン 50 塩化ビニルモノマー 8 

ふっ素 44 エピクロロヒドリン 8 

ほう素 58 全マンガン 79 

１,４-ジオキサン 40 ウラン 6 

フェノール 10 銅 129 

ホルムアルデヒド 12 溶解性鉄 111 

4-t-オクチルフェノール 6 クロロフィル-ａ 66 

アニリン 6 プランクトン（優占種） 54 

2,4-ジクロロフェノール 6 トリハロメタン生成能 4 

  公共用水域水質分析項目合計 4097 

  

  

  

  

地下水質分析項目 検体数 

ＰＣＢ 3 

１,４-ジオキサン 3 

エピクロヒドリン 3 

地下水質分析項目合計 9 

  

  

  

総合計 4,106 

※プランクトン（優占種）は、湖沼及び海域で実施するもの。 



別表２ 分析方法及び定量下限値 

・公共用水域 

区 分 項  目 分 析 方 法 
単 
位 

定 量 
下限値 

不検出の 
記載方法 

生 活 
環 境 
項 目 

全窒素 （湖沼）規格 K0102-2 17.3、17.4 又は 17.5
に定める方法 
（海域）規格K0102-2 17.4又は17.5に定め
る方法 

mg/L 0.05 <0.05 

全燐 規格K0102-2 18.4に定める方法 mg/L 0.003 <0.003 

全亜鉛 規格K0102-3 12に定める方法 mg/L 0.001 <0.001 

ノニルフェノール 公共用水域告示付表11に掲げる方法 mg/L 0.00006 <0.00006 

直鎖アルキルベンゼ
ンスルホン酸及びそ
の塩 
（LAS） 

公共用水域告示付表12に掲げる方法 mg/L 0.0006 <0.0006 

健 康 
項 目 

カドミウム 規格K0102-3 14.3、14.4又は14.5に定める
方法 

mg/L 0.0003 <0.0003 

全シアン 規格K0102-2 9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操
作を行い、9.4、9.5 若しくは 9.6（ただし、
蒸留装置は装置にて行わない。）の分析を行う
方法又は付表１（蒸留操作は装置にて行う。）
に掲げる方法 

mg/L 0.1 <0.1 

鉛 規格K0102-3 13.2、13.3、13.4又は13.5に
定める方法 

mg/L 0.002 <0.002 

六価クロム 規格K0102-3 24.3 （規格K0102-3 24.3.3及
び 24.3.7 を除く。）に定める方法（ただし、
次の１及び２に掲げる場合にあっては、それ
ぞれ１及び２に定めるところによる。） 
１ 規格 K0102-3 24.3.4、24.3.5 または
24.3.6に定める方法による場合（規格K0102-
3 24.3.3.4のb）よる場合に限る。）試料に、
その濃度が基準値相当分（0.02mg/L）増加する
ように六価クロム標準液を添加して添加回収
率を求め、その値が70～120%であることを確
認すること。 
２ 規格K0102-3 24.3.2に定める方法により
汽水又は海水を測定する場合 １に定めると
ころによるほか、規格K0170-7 7のa)又はb)
に定める操作を行うこと。 

mg/L 0.01 <0.01 

砒素 規格K0102-3 20.3、20.4又は20.5に定める
方法 

mg/L 0.001 <0.001 

総水銀 公共用水域告示付表２に掲げる方法 mg/L 0.0005 <0.0005 

アルキル水銀 公共用水域告示付表３に掲げる方法 mg/L 0.0005 <0.0005 

ＰＣＢ 公共用水域告示付表４に掲げる方法 mg/L 0.0005 <0.0005 

チウラム 公共用水域告示付表５に掲げる方法 mg/L 0.0006 <0.0006 

シマジン 公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げ
る方法 

mg/L 0.0003 <0.0003 

チオベンカルブ 公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げ
る方法 

mg/L 0.002 <0.002 

セレン 規格K0102-3 26.2、26.3又は26.4に定める
方法 

mg/L 0.002 <0.002 



ふっ素 規格 K0102-2 5.2 及び 5.3 若しくは 5.4（妨
害となる物質としてハロゲン化合物又はハロ
ゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する
場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約
200ml に硫酸10ml、りん酸60ml 及び塩化ナ
トリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン
250ml を混合し、水を加えて1,000ml とした
ものを用い、日本産業規格K0170-6 6図２注
記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）
に定める方法又は規格K0102-2 5.2（蒸留操作
を行う場合にあっては、フェノールフタレイ
ン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判
別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ
法で妨害となる物質が共存しないことを確認
した場合にあっては、これを省略することが
できる。）及び規格K0102-2 5.5に定める方法 

mg/L 0.1 <0.1 

ほう素 規格 K0102-3 5.2、5.5 又は 5.6 に定める方
法 

mg/L 0.1 <0.1 

1,4-ジオキサン 公共用水域告示付表７に掲げる方法 mg/L 0.005 <0.005 

要監視 
項 目 

フェノール 平成15年環水企発第031105001号・環水管
発第031105001号 
付表１に掲げる方法 

mg/L 0.001 <0.001 

ホルムアルデヒド 平成15年環水企発第031105001号・環水管
発第031105001号 
付表２に掲げる方法 

mg/L 0.003 <0.003 

イソキサチオン 平成５年環水規 121 号付表１の第１又は第
２に掲げる方法 

mg/L 0.0008 <0.0008 

ダイアジノン 平成５年環水規 121 号付表１の第１又は第
２に掲げる方法 

mg/L 0.0005 <0.0005 

フェニトロチオン 平成５年環水規 121 号付表１の第１又は第
２に掲げる方法 

mg/L 0.0003 <0.0003 

イソプロチオラン 平成５年環水規 121 号付表１の第１又は第
２に掲げる方法 

mg/L 0.004 <0.004 

オキシン銅 平成５年環水規121号付表２に掲げる方法 mg/L 0.004 <0.004 

クロロタロニル 平成５年環水規 121 号付表１の第１又は第
２に掲げる方法 

mg/L 0.004 <0.004 

プロピザミド 平成５年環水規 121 号付表１の第１又は第
２に掲げる方法 

mg/L 0.0008 <0.0008 

ＥＰＮ 平成５年環水規 121 号付表１の第１又は第
２に掲げる方法 

mg/L 0.0006 <0.0006 

ジクロルボス 平成５年環水規 121 号付表１の第１又は第
２に掲げる方法 

mg/L 0.0008 <0.0008 

フェノブカルブ 平成５年環水規 121 号付表１の第１又は第
２に掲げる方法 

mg/L 0.002 <0.002 

イプロベンホス 平成５年環水規 121 号付表１の第１又は第
２に掲げる方法 

mg/L 0.0008 <0.0008 

クロルニトロフェン 平成５年環水規 121 号付表１の第１又は第
２に掲げる方法 

mg/L 0.0001 <0.0001 

フタル酸ジエチルヘ
キシル 

平成５年環水規 121 号付表１の第１又は第
２に掲げる方法 

mg/L 0.006 <0.006 



ニッケル 規格K0102-3 18.4、18.5又は規格K0102-3 
4.5.3に定める方法 
（ただし、測定波長232.0 nmとする。また、
共存物質の影響が考えられる場合には、ニ
ッケル標準液を用いて、規格 K0102-3 
13.3.5の標準添加法にて定量する。なお、
マトリックスモディファイヤーは、硝酸パ
ラジウム（Ⅱ）溶液等、十分に検討し適切な
ものを使用する。） 

mg/L 0.001 <0.001 

モリブデン 規格K0102-3 27.2、27.3又は規格K0102-3 
4.5.3に定める方法 
（ただし、測定波長313.3 nmとする。また、
共存物質の影響が考えられる場合には、モ
リブデン標準液を用いて、規格 K0102-3 
13.3.5の標準添加法にて定量する。なお、
マトリックスモディファイヤーは、硝酸パ
ラジウム（Ⅱ）溶液等、十分に検討し適切な
ものを使用する。） 

mg/L 0.007 <0.007 

アンチモン 規格 K0102-3 21.2、21.3又は21.4に定め
る方法 

mg/L 0.002 <0.002 

塩化ビニルモノマー 平成16年環水企発第040331003号・環水土
発第040331005号付表1に掲げる方法 

mg/L 0.0002 <0.0002 

エピクロロヒドリン 平成16年環水企発第040331003号・環水土
発第040331005号付表1に掲げる方法 

mg/L 0.00003 <0.00003 

全マンガン 規格K0102-3 15.2、15.3、15.4又は15.5に
定める方法（準備操作は規格によるほか、海
水など塩類を多く含む試料を分析するにあ
っては、必要に応じ試料を希釈することと
する。） 

mg/L 0.01 <0.01 

ウラン 規格K0102-3 30.2又は30.3に定める方法 mg/L 0.0002 <0.0002 

4-t-オクチルフェノ
ール 

平成25年環水大水発第1303272号付表1に
掲げる方法 

mg/L 0.00003 <0.00003 

アニリン 平成25年環水大水発第1303272号付表1に
掲げる方法 

mg/L 0.002 <0.002 

2,4-ジクロロフェノ
ール 

平成25年環水大水発第1303272号付表1に
掲げる方法 

mg/L 0.0003 <0.0003 

特 殊 
項 目 

銅 規格K0102-3 11.3、11.4、11.5又は11.6 に
掲げる方法 

mg/L 0.01 <0.01 

溶解性鉄 規格K0102-3 16.3、16.4又は16.5に掲げる
方法 

mg/L 0.1 <0.1 

その他 
項 目 

クロロフィル－ａ 上水試験方法(Ⅳ-2-25)に準じた方法 µg/L 1 <1 

プランクトン（優占
種） 

上水試験方法(Ⅵ-3)に準じた方法 － － － 

トリハロメタン生成
能 

検定方法 mg/L 0.001 <0.001 

 
・地下水 

区 分 項  目 分 析 方 法 
単 

位 

定 量 

下限値 

不検出の 

記載方法 

環 境 

基 準 

項 目 

ＰＣＢ 公共用水域告示付表４に掲げる方法 mg/L 0.0005 <0.0005 

1,4-ジオキサン 
公共用水域告示付表７に掲げる方法 

mg/L 0.005 <0.005 

要監視 

項 目 

エピクロロヒドリン 
付表※※※２に掲げる方法 

mg/L 0.00003 <0.00003 

 
備考１）「規格」とは「日本産業規格」である。 
備考２）「公共用水域告示付表」とは「水質汚濁に係る環境基準について（昭和46年環境庁告示第59号）」



にある付表である。 
備考３）「付表※※※」とは「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について（平成 16

年）」にある付表である。 
備考４）「上水試験方法」とは（公社）日本水道協会発行図書の試験方法である。 
備考５）「検定方法」とは、「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置

法施行規則第５条第２項の環境大臣が定める検定方法（平成７年環境庁告示第30号）」である 

  



別途指示する事項 
 

１ 電子ファイルの作成 

受託者は予め、エクセル（マイクロソフト社製）を使用できる環境を整えておくこと。 

 

２ 電子ファイルの報告 

(1) 公共用水域については、委託者が指定する電子ファイルに分析結果を入力後、委託者、採水機関、環

境保健研究センター公共用水域担当者宛てに送付するものとする。 

なお、環境基準値又は指針値を超えた数値については、斜体にするなど一目でわかるようにすること。 

また、プランクトンについては、委託者が指定する電子ファイルに分析結果を入力後、写真データを

添付して送付するものとする。 

(2) 地下水については、委託者が指定する電子ファイルに分析結果を入力後、採水機関及び環境保健研究

センター地下水担当者宛てに送付するものとする。 

 

３ 検体容器の返送方法等 

検体容器は、再び使用できるように洗浄後乾燥させ、容器が破損しないよう採水機関毎に梱包し、返送

すること。 

なお、宅配便等を利用する場合、費用は受託者が負担すること。 

 

４ 精度管理等の実施方法 

⑴ 精度管理 

ア 受託者は、環境省主催の環境測定分析統一精度管理調査に参加し、結果を委託者に提出すること。

また、委託者が必要と認める場合、次のとおりクロスチェックを実施する。クロスチェックに基づく

データの取扱等については、別途、協議するものとする。 

(ｱ) 試料分割法 

同一検体を分割し、クロスチェックを行うものとする。 

(ｲ) 標準試料法 

環境保健研究センターが受託者に試料を配布し、クロスチェックを行うものとする。 

  イ 受託者は標準化された手順により内部精度管理を実施すること。 

⑵ 分析状況に係る査察 

契約期間中に１度実施するものとするが、必要があれば任意に査察を実施することがある。 

 

５ 作業フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

採 水 機 関 環境保全課 

受 託 者 環境保健研究センター 
報告（毎月） 電子ファイル 

検体受け取り 

データエラー

が生じた場合 

報告（毎月） 

電子ファイル 報告（毎月） 

電子ファイル 
検体容器 

返送 


